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内部管理体制の改善策に関するお知らせ 
 
 

  当社は、本日平成27年９月25日開催の取締役会において、内部管理体制の改善策等について、

決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 

 

当社は、平成27年９月８日付「当社株式の特設注意市場銘柄の継続に関するお知らせ」にて公表してお

りますとおり、東京証券取引所から、「当社が策定している改善策のうち、取締役会の機能強化に関して

は、社外取締役の選任等を通じた改善が進められているものの、当該改善策の有効性を含むコーポレー

ト・ガバナンスの改善に向けた当社の取り組みの状況等を、なお確認する必要があります。これらを踏ま

えると、当社の状況は内部管理体制等に問題があると認める場合に該当することから、当社株式について

特設注意市場銘柄指定を継続することにしました。」との通知を受けております。 

特設注意市場銘柄指定の継続を受け、当社において、さらなるコーポレート・ガバナンスの改善策の

検討を進めるとともに、その概要を「内部管理体制確認書」に記載し、平成27年９月11日付で提出い

たしました。 

本日の取締役会において、「内部管理体制確認書」提出後の代表取締役の異動等の経営体制の変更を踏

まえ、以下のとおり、内部管理体制の改善策の骨子を決議いたしました。 

  

１．取締役相互間の牽制強化 

社外取締役を除く取締役による合議体を設置し、重要人事の決定、組織の変更、財務、重要な契約の締

結等の当社グループにとって重要な事項について、決議することといたします。当該合議体で決議された

事項のみ、取締役会等への付議を含めた当社所定の手続きを経ることができるものといたします。 

また、合議体で検討された事項については、その内容の如何に関わらず、協議内容を文書保存し、取締

役及び監査役に報告することといたします。 

なお、当該合議体へは、常勤監査役がオブザーバーとして参加いたします。 

 

２．取締役に対する監視の徹底 

取締役による他の取締役に対する監視及び監査役による監査を徹底いたします。 

取締役会における取締役及び監査役による監視に加え、常勤取締役及び常勤監査役による常時監視を行

います。 

 

３．再発防止委員会による改善策の運用状況の評価 

平成26年３月７日より開始しております再発防止委員会は、設置当初から当社の不適切会計に係る再発

防止策について監視を行っております。上記の改善策を含め、引き続き再発防止委員会において、再発防

止策・改善策の運用状況を把握し、問題点の分析と改善案の検討を行います。 
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